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26
市県民税申告書裏面にある
通信欄に実際の居住地を記
入して提出してください。

公的年金のみを受給して
いますか？

株式などの配当等の所得がありますか？

山林や土地・建物など財産を売った所
得がありますか？

家屋敷課税の対象者となります。

郡上市で市県民税の
課税の対象となります。

申告書を直接税務署へ出した人
は、市県民税申告書裏面の通信
欄に記入して提出してください。

（市県民税）

ご不明な点は、
　　  税務課市民税係
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25

市県民税申告書裏面にある通信欄の該
当箇所に記入して提出してください。

市県民税申告書裏面の通信欄
に記入して提出してください。

所得税の確定申告が必要な場
合があります。

所得税の確定申告が必要な場
合があります。

所得税の確定申告、または市
県民税の申告が必要な場合が
あります。

市県民税の０円申告をしてください。（介護保険料の算定資料と
なります。また、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加
入の人は、市県民税の申告をすると保険料の軽減措置を受けら
れる場合があります）なお、家族の扶養になっている場合は、
申告書裏面の通信欄に扶養者の名前等を記入してください。

市県民税の０円申告をしてください。（介護保険料の算定資料となります。また、
国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入の人は、市県民税の申告をする
と保険料の軽減措置を受けられる場合があります）なお、家族の扶養になって
いる場合は、申告書裏面の通信欄に扶養者の名前等を記入してください。

ほかの会社等の給与収入と
給与以外の他の所得の合計
額が20万円を超えますか？

所得税の確定申告をすると所得
税が還付される場合があります。

。

。

。

。

。


